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令和５年 ９月 ６日 

稚 内 開 発 建 設 部 

 

令和５年度 総合評価落札方式における提出書類の一部事前受付の試行について 

 

１ 目的 

工事発注の集中が予想される時期に、一般競争入札（総合評価落札方式）の入札参加者

及び発注者双方の入札手続きの負担を軽減するため、北海道内に本店、支店、営業所が所

在する企業を対象に、工事入札の競争参加資格確認等のための申請書及び資料のうち、入

札手続きごとに変動しない項目を主として申請書及び確認資料の事前受付を行い入札手続

きの簡素化を図ります。 

また、技術者の工事成績及び資格等の事前受付を行うことにより、更なる入札手続きの

効率化を図ります。 

なお、事前受付が適用されるのは、令和５年１１月１日から令和６年３月３１日までに

稚内開発建設部で入札公告を行う工事です。 

 

２ 事前受付提出者の資格 

 事前受付に参加できる者は、以下の事項に該当する者とします。 

（１） 北海道開発局における工事区分「一般土木」、「維持」、「舗装」又は「しゅんせつ」

に係る一般競争参加資格の決定を受けていること（ただし、ＪＶ（共同企業体）及

び事業協同組合を除く）。 

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。 

会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海

道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること｡ 

 

（２） 北海道内に、建設業法に基づいて一般土木工事、維持工事、舗装工事又はしゅん

せつ工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店、営業所が所在す

ること。 

 

（３） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70条及び第 71 条の規定に該当

しない者であること。 

 

（４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし
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て、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 

 

３ 事前受付の対象項目 

対象となる工事区分は下記のとおりです。 

・「一般土木」（ただし、河川部門及び空港部門を除く） 

・道路部門の「維持」 

・道路部門の「舗装」 

・港湾・漁港部門の「しゅんせつ」 

 対象となる配置予定技術者は下記のとおりです。 

    ・監理技術者の有資格者に限る。 

 

企業については、優良工事表彰など入札手続きごとに変動しない項目が主たる対象とな

ります。 

また、配置予定技術者においては、優良工事表彰、監理（主任）技術者または現場代理

人の工事成績、技術者の資格などが対象となります。 

 詳細は、別添「令和５年度 事前受付対象項目及び入札手続における取扱い」を参照し

てください。 

 

４ 事前受付の提出書類 

【企業】 

ａ．令和５年度 総合評価落札方式 事前受付票（企業用）[Excel 提出] 

ｂ．災害活動の実態等（部門共通）         （企業様式１）[Excel 提出] 

ｃ．上記ａ、ｂを確認できる添付資料            [PDF 提出] 

 

【技術者】 

ｄ．令和５年度 総合評価落札方式 事前受付票(技術者用）[Excel 提出] 

ｅ．技術者の工事成績 （技術者様式１－１、１－２、１－３、１－４）[Excel 提出] 

ｆ．上記ｄ、ｅを確認できる添付資料                 [PDF 提出] 

※Microsoft Excel バージョンについては、2016 形式以下とする。 

※事前受付の提出は、『企業のみ』又は、『企業、技術者両方』（技術者は複数名の提出も可）

とし、『技術者のみ』は不可とします。 

※提出書類の内、a、ｂ、ｄ及びｅの様式については、稚内開発建設部ホームページに掲載

していますので、ダウンロードして使用してください。 

※必要な添付資料については、「提出資料一覧表」を稚内開発建設部ホームページに掲載し

ていますので、ダウンロードして閲覧し、確認してください。 
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５ 事前受付の方法 

（１） 受付期間 

令和５年９月１３日（水）～令和５年１０月１６日（月） 

・持参の場合の受付時間は９時００分～１７時００分まで（閉庁日は除く。） 

 ・郵送の場合は、令和５年１０月１６日（月）必着 

 

（２） 事前受付の提出書類の提出方法 

①  上記４の提出書類は、下記メールアドレス宛に電子データを提出してください。提

出にあたっては、必ず、ウイルスチェックを行い、送信容量は 20ＭＢ以内としてくだ

さい。なお、20ＭＢ以上となる場合は、複数回に分けて提出してください。また、ファ

イル圧縮ソフトを使用する場合、ＺＩＰ形式（自己解凍形式は除く）にしてください。 

 

Email アドレス：hkd-wk-sogohyokajizen-81i@gxb.mlit.go.jp 

 

②  電子メールの件名には企業名を入れてください。メール本文には、担当者の氏名、メ

ールアドレス及び連絡先電話番号を記載してください。 

 

 件名例：【○○建設】Ｒ５総合評価落札方式における提出書類の一部事前提出 

 

②  電子メールによる提出が不可能な場合は、電子記録媒体の持参又は郵送も可としま

すが、ウイルスチェックを行った CD-R、CD-RW、DVD-R 又は DVD-RW としてください（USB

メモリは不可）。当方でデータを取得後、電子記録媒体は破棄します。 

郵送にあたっては、必ず、書留郵便で送付することとし、書留郵便の封筒の表、左下

に朱書きで「令和５年度 事前受付提出書類在中」と明記してください。 

 

※持参又は郵送時の提出先 

    〒097-8527 稚内市末広５丁目６番１号 

北海道開発局稚内開発建設部 契約課 上席契約専門官（入札契約スタッフ） 

     

（３） 事前受付の問い合わせ先 

〒097-8527 稚内市末広５丁目６番１号 

北海道開発局稚内開発建設部 技術管理課技術管理専門官（技術審査担当） 

電話 0162-33-1089（ダイヤルイン） 
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６ 事前受付内容の確認 

 提出書類の内容については、稚内開発建設部で入札公告する個別の工事契約手続きと同

様に審査を行います。 

 

７ 事前受付後の取扱い 

（１） 「受付済事前受付票」の送付 

提出された令和５年度 事前受付票（企業用）及び（技術者用）については、令和５年１

０月２３日以降に「受付済事前受付票」（事前受付票に受付印を押したもの、以下同じ）と

して発送いたします。 

 

（２） 「受付済事前受付票」の使用 

今回の「受付済事前受付票」は、稚内開発建設部において下記の工事の一般競争入札に

単体で参加申請する場合の総合評価落札方式における技術資料の提出書類として使用でき

ます。 

①  対象期間 

令和５年１１月１日から令和６年３月３１日までに入札公告を行う工事 

② 工事区分 

・「一般土木」（ただし、河川部門及び空港部門を除く） 

・道路部門の「維持」 

・道路部門の「舗装」 

・港湾・漁港部門の「しゅんせつ」 

上記の設定は、稚内開発建設部における近年の発注実績を踏まえたものですが、対象期

間中に該当する工事の発注が必ずあることを保証するものではありません。 

使用にあたっては、工事ごとに「受付済事前受付票」の写し（PDF 形式）を添付して提出

してください。「受付済事前受付票」を提出した場合は、その項目については確認資料の写

しの提出は不要です（詳細は、別添「令和５年度 事前受付対象項目及び入札手続におけ

る取扱い」を参照）。ただし、「受付済事前受付票」の内容に変更があった場合は、その項

目の申請書等を従来どおり提出しなければなりません。 

 

８ その他 

（１） 事前受付された各項目の評価は、入札公告された工事（一般競争入札（総合評価

落札方式））ごとにその都度行います。 

 

（２） 今回、事前受付を行わない場合は、従前どおり入札公告された工事（一般競争入

札（総合評価落札方式））の入札手続きに従い、申請書等を提出してください。 
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（３） 「受付済事前受付票」の有効期間は、令和５年１１月１日から令和６年３月３１

日公告工事までとなっておりますので留意願います。 

 

（４） 事前受付の提出期間終了後に内容の変更はできませんので、記載内容等提出書類

に間違いがないよう確認を行ってから提出して下さい。 


